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様式1

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く｡）の
業務起因性の判断のための調査票．

’

’

－85－

○○局 OO署

労働保険番号 第OOOOOOOOOOO号 事業の種類 自動車又は軽車両による貨物の運送事業

事業の名称 且運輸（株) B営業所 労働者数 30人

事業の所在地 〒△△△－△△△△OO市○○町1－1－1 TELOOO(○○O)○○OO

ふり

被災労働

がな
●

者氏名

さとう いちろう

佐．藤 一郎
生年月日 昭和27年9月 1日 性別 ② 女

職 種 営業所長 雇入年月日 昭和59年10月 1日

諸求人氏名 佐藤 和子 続柄 妻 請求年月日 平成14年1月31日

疾患名：虚血性心疾患（死亡診断書）

発症日：平成13年1月5日 （発症時年齢48歳)．
甲 ●

現在の状況 、生存

底己 (死亡年月日平成13年1月5日 ：死亡時年齢48歳） ． ．

事業場概要 当該営業所は、主に個人宅を専門に荷物の集配を行う、いわゆる宅配便業務を行って
いる。管理エリアとしては、O○市、○×市、○△市となっている。
なお、県内に同社の営業所は他に6か所あるが、そのうち最も規模の大きい営業所と
なっている。

● ●

g

●

事案の概要 被災労働者は、昭和59年にA運輸(淵に入社後、昭和63年に△△営業所長に就任
して以降、異動を重ね約13年間にわたって所長として各営業所の管理、運営業務に携
わってきた。死亡時に所属していたB営業所については、平成12年10月に着任した
ものである。
平成13年1月5日、8時30分頃、自宅にて出勤の潤篇を行っていたところで倒れ
救急車にてC病院に搬送されたが、 10時3
請求人である妻は、被災労働者の死亡は、
労死したものであると主張している。

、｡

0分頃死亡したものである。
長時間勤務により蓄積した疲労が原因で過

● ■

｡ ÷
●

■ 0

C D
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1就業条件等一般的事項

～

変形労働時間調変形労働時間調

－86－

f灘2雪
種

①

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

業所長営●
職

(運転手
(営業職
(事務職
(営業職
（
（

場名
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月

１
７
５
６
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年
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５
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ｊ
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資料恥
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現在の事業場に 種
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ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

職
》
》
》
い
く
く

先
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月

１
９
２

年
年
年
年
年
年

３
２
２

１
１
１

一
一
一
一
へ
一

月
月
月
月
月
月

０
３
４

１年
年
年
年
年
年

２
２
０

１
１
１

）伯
） （
） （
） （
） （
） （

配 属
営業所
×営業所
O営業所

(B
(×
(0
く
く
く

○ △

所定労働時間
所定休憩時間

、
、

ｉ
肺
》
》
＆

定
檸
訓
塞ｒ

所定始業時刻 、 8時00分

所定終業時刻17時00分 〔
所定労働時間 ．
(1 日） 8時間00分
(1週間) 40時間00分 〕

所定休憩時刻12時00分～13時00分(休憩時間 1時間00分）

所

I
日 （週休1日制・隔週週休2日制・完全週休2日制）

グー制により年間117日

労働時間制度（
その他．

勤務形態

･フレックス制・裁量労働制）

直2交替制（日勤・夜勤) ・3直3交替制）
その他 ．

出退勤管理の状況 ②出勤簿③管理者による確認

．⑤その他（ ）

就業規則の有無⑥，無

|繍鱗撫簔 雛

○ △

△
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被災労働者の

●

■

ザ
副営業所長と2人で、営業所の管理・運営業務全般を担当している。そ
のため、副営業所長と業務内容は同じである。
1配送業務等の進捗状況の確認
8時には運転手の出庫時点検、 12時30分には昼便運転手の出庫時
点検、 20時には終業点検等を行い、配送業務の進捗状況を確認すると
ともに、配送時留守宅から再配送の連絡があった場合に、運転手への連
・絡漏れ、配送漏れがないか確認を行うこと。

2 顧客からの問い合わせ・苦情に対する対応
配送時留守宅から再配送の連絡､．また、その依頼どおりに配送されな
かった等の苦情に対し、再度配送の手配を行う等の処理を行うこと。

3内勤者の応援 ． 、

6時、 12時及び17時に配送物が△△配送センターから当該営業所
に到着することから、被災労働者としては、 12時及びユ7時の配送物
について、フォークリフトを用いて分類する等の構内作業を行うこと。

4配送中の交通事故の処理 ・
配送中に生じた交通事故（自転車、自動車との接触事故等）について、
運転手からの第一報を受けた後、他の運転手と調整を行い、荷物の配送
が滞ることがないよう手配を行うとともに、示談を含め、事故処理を行
うこと。

5売上金の管理
当日の売上金を確認し、夜間金庫に入金すること。
なお、常態として、営業時間(20時)終了後、被災労働者が夜間金庫
に入金し、帰宅している。

また、当該事業場の繁忙期はお中元時期の7月とお歳暮時期のユ2月で
あり、この時期に合わせ、アルバイトを採用するための面接、それらの者
への業務指導等の業務力囎加する。
なお、配送物の取扱量について、 12月は27日か28日までがピーク
で、それを過ぎると1週間くらいは取扱量が極端に減少する。

労働時間について、当該事業場はタイムカードを使用しているが、被災
労働者の場合、営業所長ということもあり、始業時間は打刻しているもの
の、終業時間はほとんど打刻していない状況にある。しかしながら、上記
5のとおり、被災労働者は、常態として夜間金庫に入金の上、帰宅してい
ることから、夜間金庫の入金時間を終業時間とした。

資料恥

0

頁
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被災労働者(営業所長）

(含舎業拳）
〆

O

G

△



2出現した症状に閏する事項

3過重負荷に関する事項
（1）異常な出来事に関する事項（異常な出来事の事実が認められる場合に記載すること｡）

一88－

疾 患 名

症状の出現日

症状出現時の
棚…鰐

脳内出血（脳出血） ・ くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症

騨篭
狭心症・心停止（心臓性突然死を含む。 ） ・解離性大動脈瘤
血性心疾患）

聯13年1月5日 8時30分頃

発症日当日は、営業所長会議に出席するため、いつもより出勤時間が遅
く、 8時ユ0分頃《起床した。

中
た

その後、ワイシャツ、ズボンに着替え､､8時30分頃、洗面所に行く途
、突然倒れ、救急車にてC病院に搬送されたが、 10時30分頃死亡し
｡

■ ｡

、 ●

資料Np

．○

頁

△

前駆症状I

胃…噸日

頚･有〔頭痛･胸部痛・その他（
e

）〕

年 月 日 時 分 （頃）

異常な出来事
に遭遇した日

異常な出来事
の 状 況

I

年 月 日 ・時 分 （頃）

Ｊ

○ 由

｡ ● 申

資料恥 頁



’(2)発症前おおむね1週間（短期間）の業務に関する事項

’ ’
ぁ艀舞扇鰐誕離瀞っていたところ、発症したもので発症日

( 1/5)

● 争

l

l
l

’

－89－

暁症前おおむね1週間にあった負荷要因をすべてチェックすること｡）

回労働時間 口不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務 口出張の多い業務
口交替制勤務・深夜勤務 口作業環境（鍍顯･鵬･駒 口精神的緊張を伴う業務□その他

● ①

労働時間数

拘束時間数
労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料N瓜 頁

0分

0分

発症日前日

（ 1／4）
11時間26分

12時間56分

明
蕊
》
て

、
の
つ篝議

を
営
の

等
、
等

理
て
成

管
い
作

の
お
料

金
に
資

上
畿
、

売
会
て

。
ｕ
長
み

る
援
所
を

鋤
藷

日
者
の
の

加
蝉
型
疋
務

の
内
予
業
蕊

、め

鱗
罐
風
日
告
い

の
前
１
。
《
雪
晶
》

卸
日
ソ

発
２
〃
１

0分

0分

休日
●

● ､

発症日の
3 日前
（ 1／2）

0分

0分

休日

発
４
症日

（ 1昼
の
前
1）
11時間37分

12時間37分

午瀧苧嘉替
ユータでの集

欝蕊誌と妾j宅
ている。 ． ．

の
轄
即
Ｊ１

卿
日
肌

発
５
く

11時間56分

ユ2時間56分

批
露
鮒
慰

、
自
宅
子
い
年

援
と
自
た
て
、

諦
辮
封
職

蝋
凝
畷
痩

時
て
車
そ
と

等を行っ

鑿篝
てい

生し
って

った

準備を行っている。

?省
いる
こと

発症日の

P12g30零 12時間22分

ユ3時間22分

出庫時点検、内勤者の応援、売上金の管理等を行っている。

発症日の

『12且29零 12時間11分

13時間1.1分

出庫時点検、内勤者の応援、売上金の管理等を行っている。

●
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労働時間数

拘束時間数
労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料恥 頁

発症日の
8 日前
(12／28）

発症日の
9 日前
（12／27）

発症日の
10日前
（12／26）

発症
10日

以
一

則

13時間25分

14時間25分

ユ2時間42分

｡●

13時間42分

12時間43分

14時間13分

出庫時点検､内勤者の応援､売上金の管理等を行うとともに、
年末・年始の職員、業務等の段取・確認を行っている。

出庫時点検、内勤者の応援、売上金の管理等を行っている。

出庫時点検、内勤者の応援、売上金の管理等を行っている。

● ｡

◆ 少

●

● 頓

○ △



③発症前おおむね6か月間（長期間）の業務に関する事項

’

－91－

発症前1か月目

拘束時間数

324時間13分

時間外労働時間数

128時間43分
● ●

発症前2か月間ないし6か月間
における1か月当たりの平均
時間外労働時間数

総合評価の

期 間

発症前2か月目

発症前3か月目

発症前4か月目
①

発症前5か月目

発症前6か月目
白

254時間44分

2．52時間50分

258時間55分

280時間31分

278時間51分

62時間44分

73時間50分

58時間55分

72時間31分

95時間51分

2か月平均

3か月平均

4か月平均

5か月平均
◆

6か月平均

95時間44分

88時間26分

81時間03分

79時間21分

82時間06分

発症前1か月間

(時間外労働時間数

力遥となる粥間又は

月1“時間、2～6か月

平絢月観鋳間を超えて
過重と解髄できる”

癖を…こ登）

(総合評価の期間内にあった労働時間以外の負荷要因をすべてチェ
口不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務．

ツクすること｡）
口出張の多い業務

口交替制勤務・深夜勤務ロ作業環境（醗顯･蹄･鼈） ．回精神的緊張を伴う業務ロその他．

～ 労働時間以外の業務負荷要因の状況
｡ ●

資料i随 頁

発症前1か月目

(12ﾉ6～1ﾉ4）

■

●

発症前2か月目

発症前3か月目

出庫時点検、内勤者の応援、配送中の交通事故の処理、売上金の管理等
を行っているものであるが、発症前1か月間はお歳暮の時期であったこと
から、配送物の急増に対応するため、①一時的にアルバイトを多数採用す
るための面接、それらの者への業務指導等の管理業務、②配送ミス等に係
る苦情処理等が多数生じている。 ．
また、同様の業務を行っている副営業所長は、お歳暮の時期は、配送物
の急増に伴い､､アルバイトも大幅に増え、業務に追われることから、精神
的にも肉体的にもかなり．つらいものであると申述している。

○

1

1

、
ザＤ

ｅ

△
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労働時間以外の業務負荷要因の状況 資I
内
田
』恥 頁

発症前4か月目
●

発症前5か月目

I

発症前6か月目

発症前6か月
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4被災労働者の身体状況に関する事項

〃牢

－93－

健康診断結果

■ ●

ク

定期健康診断等の有無 無。

実施時期
(H12年3月）

（ 年月）

（ 年月）

③

内容血圧(170mmHg-90m鉦地)力年々高

内容

内容

くなっていることの他、肥満
値が高めである旨指摘されて

● ■

G G

、血糖
いる。

口
身長 ( 174. 5m) ・‘ 体重 ( 79. 4 kg)

資料恥
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疾
深
記
・

往
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と
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す
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ｌ
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ｌ
Ｌ

治療期間 医療機関名
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

く
く
く
く
く
く

１
１
１
１
１
１

月
月
月
月
月
月

年
年
年
年
年
年

ヘ
ー
ー
ヘ
へ
０
へ

月
月
月
月
月
月

年
年
年
年
年
年

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

期
月
月
月
月
月
月
。

(趨・有

発症時
）（ 、年
）（年
）（ 年
）（・年
）（ 年
）（ 年

既往歴の有無

患名疾
く
く
く
く
く
く

○ △

家族の脳・心臓
疾患の既往歴

年齢
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

発症時
（
（
（

（
（
（

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

名

●

患疾

有
柄

●往歴の有無⑳既

続氏名

●
◆

） （
） （
） （
） （

） .（
） （

） （
） （
） （
） （
） （
） （

く
く
く
く
く
Ｉ

○ △

嗜 好 等

喫煙の有無無｡⑤〔

飲酒の有無無③〔

食事の好み等

1日当たりの本数20本、喫煙期間10年

特記事項（ ）

1回当たりの飲酒量缶ビール1本程度、毎日

特記事項（ ）

好き嫌いはない。

g

C

ｊ
ｌ

○ △

①



5主治医・産業医の意見

6請求人提出の意見書

－94－

主治医の意見 意見書の有無 ③ ● 無

診療記録等の収集の有無 有。

(意見書の内容）

③

1 C病院D医師（発症後の主治医）
①疾患名：虚血性心疾患と心不全の疑い
②心肺停止の状態で搬入された｡心肺蘇生に対し一度も心拍再開せず、
来院後約1時間を経て死亡を砺認した。
③心電図モニターにより虚血性心疾患と心不全を疑ったが、死因不詳
のため行政解剖を依頼した。

2 E病院F医師（行政解剖を行った医師）
①疾患名：虚血性心疾患 。
②解剖所見
急死の所見
認められた。

:心職の冠状動脈に狭窄を伴う硬化病変､著明な心臓肥大、
(心臓血の流動性、諸臓器の諺血、腎孟粘膜の溢血点）が

資粥伽

○

○

頁

△

△

産業医の意見 意見書の有無 有。

(意見害の内容）

⑳

● 9

Q G

専門医の意見 意見書の有無 有。

(意見書の内容）

(頚

● ●

● ●

資料恥 頁
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(参考）

労働時間集計表(12月6日～ 1月4日）

症前2か月目以前は省略）
－95－

〆

労働時間

（始業～終業）

1 日の

拘束時間数

1 日 の

労働時間数

総労働

時間数

時間外

労働時間数

1／4 （木）

／3 （水）

／2 （火）

/ 1 (月）

12／31 （日）

／30 （士）

／29 （金）

7:50～20:46

休日

休日

7:50～20:27

7;50～20:46

7:50～21:12

7:50～21:01

12:56

・ 1237

12:56

13:22

13 11

11:26

11:37

11:S6

12:22

12:11

①

59:32

⑥= -40

19:32

／28 （木）

／27 （水）

／､26 （火）

／25 （月）

／24 （日）

／23 （士）

／22 （金）

7:50～22:15

7:50～21:32

7:50～22:03

休日

7:50～20:46

7:50～21:06

7:50～23:17

14 25

13 42

14 13

12:56

13:16

15:27

13:25

12:42

”:43

11:56

11:46

14:27

②

76:59

⑦=@-40

36:59

／21 （木）

/20 (水）

／19（火）

／18 （月）

／17 （日）

／エ6 （土）

／15 （金）

7:”～23:44

7:50～23:00

12:00～23 34

12:00～21 21

休日

7:50～･21:29

7:50～22:00

15:54

15:10

11:34

9:21

13:39

14:10

14:54

13:40

10:34

8:21

12:39

13:10

③

73218

⑧連③-40

33:18

ー

／14 （木）

／13 （水）

／12 （火）

／11 （月）

／10 （日）

／9 （士）

／8 （金）

休日

7:50～22:05

7:50～22:21

7:50～21:42

7:50～19:32

休日

7:50～21:“

14:15

14:31

13:52

11;42

13:54

13;15

13:01

12:22

10:12

12:54

④

61:44

⑨=④-40

21:44

／7 （木）

／6 （水）

7:50～21:20

7:50～21:30

13:30

13:40

12:30

12:40．

⑤

25:10

⑩=⑤-8
■

■

17:10

合 計● 324:13
句 ●

.①～⑤

296:網

⑥～⑩ ．

128:43



様式2

業務上外の総合判断評価票

1疾患名及び発症日

2過重負荷の有無
（1）異常な出来事

(2)発症前おおむね1週間（短期間の過重業務）

－96－

弐

疾 患 ・名 心臓性突然死
● 巳

発 症 日 平成13年1月5日 8時30分頃

異常な出来朝こ遭遇した日 年 月 日 時 分 （頃）

異常な出来事としての評価 異常な出来事は認められない。

労働時間の状況 発症直前から前日までの間については、特に過重な業務は認められない。ま
た、発症前1週間については、 1日3～4時間の時間外労働を行っているが、
当該期間中の総労働時間は約47時間となっている。また、発症日の2日前、
3日前は休日を取得している。

勤務の不規則性の状況 始業時間は7時50分頃と一定となっている。また、
の状況に応じ、 1時間程度前後しているが、その差は大
から、勤務の不規則性は認められない。

終業時間は時間外労働
きなものではないこと

拘束時間の長さの状況 労働時間以外には、休憩時間が1日1時間あるのみであることから、認定基
準に示された「拘束時間の長い勤務」には該当しない。

● ●

出張の状況 出張業務は認められない。 。

交替制勤務・深夜勤務
の 状 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。
』

作業環境の状況
｡ ｡

営業所内の勤務であり、暖房が行われていることから、評価すべき内容は認
められない。

精神的緊張の状態 発症前1か月間はお歳暮の時期であったが、発症前1週間の期間でみれば、
特に繁忙な時期は終了してきており、この期間の業務内容は箱神的緊張が高か
ったとは認められない。

■ ●

そ の 他

短期間.の過重業務
としての評価

①繁忙な時期が終了し、配送物が減少してきた頃であって、 1日の時間外労
働時間数は3～4時間程度、発症前1週間の総労働時間は約47時間となって
いること、②その他評価すべき負荷要因が認められないことから、特に過重な
業務に就労したとは判断できない。

「 ｡

Q ●



’(3)発症前（ 1 ）か月間（長期間の過重業務）

’

U

－97－

労働時間の状況 発症前ユか月間は、お議暮の時期であることから、配送物の
間外労働時間数は128時間となっており、業務内容が出庫時
応援、配送中の交通事故の処理等であることを考えると、
という状況は認められないことから、労働時間について、
性は強いと評価できるものである｡．

急増により、時
点検、内勤者の

労働密度が特に低い
業務と発症との関連

勤務の不規則性の状況 *蝶時間は7時50分頃と一定となっている。また、終業時間は時間外労働
の状況に応じ、 1時間程度前後しているが、その差は大きなものではないこと
から、勤務の不規則性は認められない。 ．

■

凸 ●

拘束時間の長さの状況
■ 、

労働時間以外には、休憩時間が1日ユ時間あるのみであることから、認定基
準に示された．｢拘束時間の長い勤務」には該当しない。

出張の状況 出張業務は認められない。

交替制勤務・深夜勤務
の 状 ． 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。

｡ ｡

作業環境の状況 営業所内の勤務であり、暖房が行われていることから、評価すべき内容は認
められない。

精神的緊張の状態 発症前1か月間はお歳暮の時期であったことから、配送物の急増に対応して、
①アルバイトを多数採用するための面接、それらの者への業務指導等の管理業
務､ .②配送ミス等に係る苦情処理等の業務が増加し、精神的緊張はかなり高か
ったものと認められる。

そ の 他 ■ ①

長期間の過重業務
と しての評価

労働時間
ることから

また、発
応して、①
の管理業務
なり高かっ
以上のこ
らす特に過

間
ら

た、発

については、発症前1か月間に128時間の時間外労働が認められ
、業務と発症との関連性は強いと評価できる。
症前1か月間はお歳暮の時期であったことから、配送物の急増に対

て、①アルバイトを多数採用するための面接、それらの者への業務指導等
理業務、②配送ミス等に係る苦情処理等の業務が増加し、精神的緊張はか
たものと認められる。
とを総合的に判断すると、被災労働者は§著しい疲労の蓄積をもた
重な業務に就労したと認められる ｡



3専門医の憲見

1） 被災労働者は､健康診断時において心疾患の指摘を受けた事実はないが、冠状動脈狭窄が潜在的に
． 進行しており、出勤時に急性心筋梗塞の発生、あるいは急性の心筋虚血に致死的不整脈を合併して死
亡したものと考えられることから、 「心職性突然死」と判断される。

2） 発症時期は、平成13年1月5日8時30分頃と判断される。

3)め零蕊喬麓蝿､雪蕊鰭難講籍:舗鯖船鶴謹識鞠篝継寵罐
超えており、発症前数か月間にわたって著しい疲労の蓄積があったと思われる｡．
このことから、本件については、発症前の業務と心瞭性突然死との間に相当の因果関係があるもの
と考える。

、

4総合判断

－98－

1） 被災労働者に発症した疾病は、専門医の医証等から「心臓性突然死」と判断できる。

基蕊甕難I聾蟻鯉苧霄需鎬蒔縫呼当するものである。
これは、認定

2） 過重負荷について、上記2の(1)及び(2).に記載したとおり、 「異常な出来事j及び『短期間の過重
業務jについては認められないが、 「長期間の過重業務」については､上記2の(3)に記載したとおり、
著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められる。

3） 以上のことから、本件については、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾病として
取り扱うのが妥当である。

● ､

● 9

業務上外 鯵務且 ● 業務外



函ヨ ’
●

機弍1

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く｡）の
業務起因性の判断のための調査票

’

’

－99－

OO局 ○O署

労働保険番号 第○OOO○○○OOOO号 事業の種類 その他の各種事業

事業の名称 Aシステム鰊）
郵少塵、凸●－壷”

力”有錘 320人

事業の所在地 〒△△△－△△△△OO区○○1－1-1 TELOO(OOOO)OOOO

ふりがな

被災労働者氏名

すずき いちろう

鈴木一郎
生年月

ロ

日 昭和39年7月24日 性別 ② 女

職 種 営業第一課長 雇入年月日 平成8年3月 ．ユ日

請求人氏名 鈴木花子 締． 妻 請求年月日 平成ユ4年9月30日
●

請求時の
■

及び発症時期

疾患名：くも膜下出血

発症日：平成13年12月13日 （発症時年齢37歳）

現在の状況 生存

唾匂

｡ ● ●
巳

(死亡年月日平成13年12月15日 ：死亡時年齢37歳） ．

事業場概要
9

Aシステム･ (株）は、コンピュータによるネットワークシステムの設計、販売の他、
半導体の設計、販売等を行っている。
また、営業部には、営業第一課と営業第二課があり、営業第一裸は、工場の生産ライ
ン等のネットワークシステムに係る営業活動を、
トワークシステム、半導体等に係る営業活動を、

0

営業第二課は、デスクワーク等のネッ
それぞれ行っている。 ．

● ①

事案の概要 被災労働者は、
の生産ライン等の
成12年4月1
平成13年1
で意餓を失い、

平成8年3月からAシステム（株）において、営業部に所属し､､工場
ネットワークシステム関係の営業業務(営業第一課所属)に従事し、平
日からは営業第一課長として勤務していた。

熱録具も襄蕊灌議舞墨塁奉書慧鮮齪篭篭瀞突農
･加療したが、同月15日に死亡したものである。

Q ○

● ●

夕



○就業条件等一般的事項

-100-

種
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

職
(営業職
(営業職

名事業場

ノ

く
く
く
く

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

月
月
月
月
月
月

２
２

１年
年
年
年
年
年

咽
８
Ｈ
Ｈ
一
へ
一
一
一
へ

月
月
月
月
月
月

３
４

年
年
年
年
年
年

８
闘
Ｈ
Ｓ
く
ｆ
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

(Aシステム㈱
(△△産業㈱
く
く
く
く

喪料叱

○

頁

△

融在の事業場に
置入後の配属
ｰ

直近のものか

ら主要なもの

を記栽するこ

と。
ー i

種
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

職
鰕
誕
》

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月

２
３
８

１
。

年
年
年
年
年
年

３
２
１

１
１
１

Ｈ
Ｈ
Ｈ

一
一
へ
へ
へ
へ

月
月
月
月
月
月

４
９
３

艀
岬
畔
年
年
年

Ｈ
Ｈ
Ｈ

く
く
く
ｌ
く
く

ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ

配・ 属 先

艤薑三蕊
(営業第~課
（
（

○ △

斤定労働時間、
斤定休憩時間、
『定休日
被災労働者に

蛤

.ついて罷載す

ること． 了

所定始業時刻 9時00分

所定終業時刻18時00分 〔
所定労働時間
(1 日） 8時間
(1週間） 40時間 ::蓼〕

所定休憩時刻12時00分～13時00分(休憩時間 1時間00分）
●

所定休日 （週休1日制・隔週週休2日制． ）

i輩鮒｡/…/” －－

’
勤務形態

直2交替制（日勤・夜勤)・3直3交替制）
その他

’ 1
出退勤管理の状況①タイムカード

④本人の申告
③管理者による確認

⑤その他（ ）

就業規則の有無③・無

その他特記事項

’ 1

0 △



l型顕状況の営埋幽

動者については鴎
都下等の聴取瀞

－101－

被災労働者の
日

〔
常．業
具体的に配戟

すること。 1
被災労働者は、平成12年4月から営業第一課長
具体的な業務内容は、次のとおりである。

1営業活動

として勤めているが、

商談等のため、出張業務が多いが、基本的には、 10時～17時は、
社外にて営業活動を行っていた。
被災労働者は謀長であるため、顧客の内、大規模なもの、顧客との間
でトラブルが生じたもの等について、それぞれ担当の営業社員とともに
対応することとなっていた。
また、 ユ8時前後に帰社した後は、それぞれの担当と提案書、見積書
等の作成、部内ミーティング等を行っていた。

． なお、結果的ではあるが、部下のC氏と共に営業活動を行っているこ
とが多かった。

2管理者としての業務
帰社した後､営業第一諜職員の業務指導、日報の点検等を行っていた。
なお、月曜日の10時、木曜日の19時からは、業務の進行状況を確
認するために、営業職員がお互いに進捗状況を報告する部内ミーティン
グを行っていた。

3平成13年11月末をもって退職した部下の顧客の引継ぎ
退職した部下が担当していた顧客について、他の部下に振り分けるこ
とができず、一旦、被災労働者が引き継ぎ、その後のフォローを行っ:て
いた・

(3) 終業時刻は、被

(4)

務処理を行い、 2
から、 24時とし
るものであった。

災
４
た

とした。
労働者は、
時を目途I
。これは、

基本的に、営業先から帰社した後、事
こ、部下のC氏と共に退社していたこと
電車の終電時間からも妥当と判断でき

また、被災労働者は、県外出張も、 '基本的に、朝会社に出勤の後、

嘩礁尭叉ぁ議罎雛轄篝幹蕊蜑講嘉碁酪鮭蕊議
容､その結果の整理等の業務を行っていることが確認できたことから､ 、
会社に出勤した時間から会社を退社した時間まで(休憩時間を除く。 ）
を労働時間として評価することとした。 ，
なお、泊付き出張の場合については、出張先での営業活動等が不明
であることから、所定労働時間労働したものとして評価した。 ．

0

6

9

△

①
●

瀧騨蟻
蛍鶴驚

皇

表すとともに

聴取実施者に

はO印を付惠
すること。

け

｝

"JL蘂雲」峰息）

p

被災労働者
(営業第一課長）

×× ××

(課長代理）

0 △



2出現した症状に関する事項

3過重負荷に関する事項
(1)異常な出来事に関する事項(異常な出来事の事実が認められる場合に記載すること｡）

－102－

疾 患 名

症状の出現日

症状出現時の
状況…

● ■

脳内出血（脳出血）
心筋梗塞・狭心症・心停忌選

･脳梗塞・高血圧性脳症
を含む。 ）． ・解離性大動脈瘤

その他（ ． ）
｡ ●

平成13年12月ユ3日． 9時30分頃

被災労働者は、平成13年12月12日から出張業務についており、姫
路のホテルに宿泊していた。同月13日9時頃、ホテルを出発し、部下の
C氏と営業先の事業場に向かっていたところ、急に激しい頭痛が生じたこ
とから、営業先にはC氏のみで向かうこととし、被災労働者は体を休めな
がら1人で会社に戻ることとした。
姫路駅から
っているとこ

も膜下出血と

● の

新幹線に乗車したものの、 12時10分頃、車内で意織を失
ろを発見され、新神戸駅から救急車にて、B病院に搬送、 く
診断され、入院・加療を受けたが、同月15日に死亡した。

資料蝿

○

頁

△

前駆症状I

前騨淀状の出現日

邇･有〔頭痛・胸部痛・その他（ ． ）〕
弓

年 月 日 時 分 （頃）

異常な出来事
に遭遇した日

異常な出来事
の 状 況

I

‘年 月 日 ． 時 分 （頃）

● 9

｡●

巳｡

■ ｡

● ●

● ひ

資瀧柵血 頁



(2)発症前おおむね1週間（短期間）の業務に関する事項

l

’
｜

’

｜
’

I

－103－

(発症前おおむね1週間にあった負荷要因をすべてチェックすること｡） 。
回労働時間 口不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務 回出張の多い業務
口交替制勤務･深夜勤務， ロ作業環境(醸澱，鰯･糊 ロ精神的緊張を伴う業務□その他

● 凸

労働時間数
拘束時間数 労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料恥 頁

発症日

（12／13）
■ 辱

発症日前日

（12／12）

発症‘日の
2 日前
（12／11）

発症日の

:12，，0零

発症日の

f,219"

発症日の

『12且8零

発症日.の

P,227"
■

発症日の

『12且6零

･0時間30分

0時間30分

8時間00分

9時間00分

14時間00分

15時間00分

0分

0分

3時間00分

3時間00分

10時間00分

ユ1時間00分

14時間00分

O G

15時間O0分

8時間O0分

9時間00分

氏と営
生じた

灘
｡

、
し
と
た
さ

し
激
と
し
見

雲
雛

を
、
か
こ
ろ

ル
ろ
向
る
こ

テ
こ
で
戻
と

ホ
と
み
に
る

、
た
の
社
い

頃
い
氏
会
で

時
て
Ｃ
で
っ

９
つ
は
人
矢

か
に
１
を

発瀞失儲要獺禦そ、 13時過その後 、蓋燕鶏覗專
e （泊付きの出張に出かけている｡）

い静瀦雛皇縦豐羨羅懸謡
る。

ところ
って、 雛

張して
してい

(日帰り出張に出かけてし．､る6）

休日
q ●

鐙鰐郭走=に、
Ｄ
Ｊ

ユ1日の出張先に持参する提案害等の作

午
て
職
来
前
も
中、
らい
場の忘

午前中､事務処理を行い、午後は営業活動のため、社外に出
ていた。

と菫婆總雰そ溌鮮菫屍瀞婁騨臺酔毫誇蕊
帰宅した。 ．

(日帰り出張に出かけている｡）

■ ■

守
Ｐ

O

●

●
●

△

●

●



’

’
症日発
８

の
一
別日

／ 5）（12

－104－

労働時間数

拘束時間数
労働時間以外の業務負荷要因の状況

●

資料恥 頁

14時間00分
β

15時間00分

発症日の
9 日前
(12／4）

ユ4時間00分

15時間00分

会社に出勤後、 9時には、山形に向け出発している。山形市
内で3か所、顧客を回っている。その後、会社に戻り、事務処
理を行って、退社している。

(日帰り出張に出かけている｡）

発症日の
10日前
（12／3）

0分

0分

休日 ●

●

発症日の
10日前より
以 前

■ e ●

■ ●



’③発症前おおむね6か月間(長期間）の業務に関する事項
I

’

’
｜

’

－105－

発症前1か月目

拘束･時間数

290時間00分

時間外労働時 背 数

101時間O0分

発症前2か月間ないし6か月間
における1か月当たりの平均
時間外労働時間数

総合評価の

期 ・ 間

発症前2か月目

発症前3か月目

発症前4か月目

発症前5か月目

発症前6か月目

265時間00分

273時間00分

277時間00分

266時間00分

268時間00分

72時間00分

84時間00分
ー

86時間d0分

74時間00分

76時間00分

2か月平均

3か月平均

4か月平均

5か月平均

6か月平均

86時間30分

85時間40分

85時間45分

83時間24分

82時間10分

発症前1か月間

（時間外労働時間数

．鐙となる蕊間又は

月100時間､2～6か月

平均月率を超えて

過重と呼価できる最少

堀を…ること。）

(総合評価の期間内にあった労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること｡）
口不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務 回出張の
口交替制勤務・深夜勤務口作業環境（識砿，蹄‘驍） 口精神的緊張を伴う業務

多い業務．
口その他

労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料恥 頁

発症前1か月目

(11/13～12/12）

発症前2か月目

発症前3か月目

商談等のための県外出張が多く、この期間には、 日帰りのものを7回、
一拍付きのものを2回の延べ9回の県外出張を行っていた。
。 ､日帰りの出張は、 11"O甲府、 11ﾉ21静岡､.11"8名古屋、 11/30大阪、
12/4山形、 12/6長野、 12/11甲府となっている。
・一泊付きの出張は､ ､11ﾉﾕ5．16石川・福井、 12/12．13大阪・姫路と
なっている。
また、 11月末をもって部下の1人が急に辞めてしまい、被災労働者が
その後を引き継いで、営業活動等を行っていた。
このような被災労働者の働き方について、一緒に仕事を行っていた課長
代理のc氏は、被災労働者は課長としてみんなの先頭に立って仕事をしな
ければならないと考えており、県外出張でも基本的には会社に戻り、仕事
を行っていた。非常にきついものであると申述している。 。

○

◆
■

△

、

●

●
●
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労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料N瓜 頁

発症前4か月目

発症前5か月目

発症前6か月目

発症前6か月



－

’▼

4被災労働者の身体状況に関する事項
｜

’

I

-107-

健康診断結果 定期健康診断等の有無 無

実施時期 異常
(H12年8月） 無

値10年9月） 無

（ 年月） 無

● ⑤

③

内容

尿潜血（＋） 要精密検査

内容

肝機能障害要精密検査

内容

ー

●

■

口
身長． ( 167. 3 cm) ･ 体重 ( 61. 0 kg)

資料恥

○

0

頁

△

i ＆ “
脳・心臓疾患

と関連の深い

疾患名につい

て記戦するこ

と。

治療期間 医療機関名
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く
く
く
く

月）
月）
月）
月）
月）
月）

年
年
年
年
年
年

一
一
｛
へ
一
一
・

月
月
月
月
月
月

年
年
年
年
年
年

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

期
月
月
月
月
月
月

⑳有
発症時

の有無往歴

疾患名
年
年
年
年
年
年

)（
)（
)（
)（
)（
)（

既

（
（

（
（

（
（

○ △

家族の脳・心瞳

疾患の既往歴

症時年齢
）

）
）
）

． ）
）

発
く
Ｉ
Ｉ
く
く
く

名

■

患

有③の有無往歴既

疾続柄氏名

●
●

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
ｆ
ｌ
く
く
く

ｏ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

） （
） （
） （
） （
） （
） （

ｌ
く
く
く
く
く

○ △

嗜 好 等

喫煙の有無無③〔
●

飲酒の有無無③〔

食事の好み等

I

車 ‐ ■

1日当たりの本数20本程度、喫煙期間10年

特記事項（
●
日

）
｡｡

1回当たりの飲酒堂日本酒1合程度、毎日
・ 飲酒歴10年

特記事項（ ． ）

0 ■ ●
●

特になし。

ｊ
Ｊ

○ △



5主治医・産業医の意見

6請求人提出の意見害

－108－

主治医の意見 意見書の有無 ③ 6無

診療記録等の収集の有無

(意見書の内容）

⑤ ・無

■ ●

C e，

B病院D医師（発症後の主治医）
①疾病名：くも膜下出血を認める。後に脳血管撮影にて前交通動脈に破
裂脳動脈瘤を認めた。
②発症時、全身性のけいれんを来し、昏睡状態にて当院へ搬逸翌日、
血管内塞栓術を施行したが、昏睡状態は回復せず、同月15日13時に
死亡した。 q

③解剖ではくも膜下出血を認めるのみで、脳血管に動脈硬化などは、特
に認められなかった。

資龍脳

○

頁

公

産業医の意見 意見書の有無一 有｡

(意見害の内容）

⑳

●

専門医の意見 意見害の有無 有．

(意見書の内容）

⑳ 資料N血 頁

､
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｜
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労侭時間嬬俵(11月13日～12月12日）

(参考）

’

’

’
｜

(発症前2か月目以前は省略）

－109－

労働時間

（始業～終業）

1 日の

拘束時間数

1 日．の

労働時間数

総労働

時間数

時間外

労働時間数

12／12 （火）

／11 （月）

/10 (日）
0 ●

／9 （士）

’／8 （金）

／7 （木）

／6 （水）

, 9:00～18:00

9:00～､24:00

休 日

14:00～17:00

9:00～20:00

9:00～24:00

9:00～18:00

9:00

15:00

3:00

11:00

15:00

. 9:00

8:00

･ 14:00

3:00

10:00

14:00

8:00

①

57:00

⑥=①-40

17:00

／5 （火）

／4 （月）

／3 （日）

／2 （土）

／ 1 ．(金）

11/30 (木）

／29 （水）

9:00～24:00

9:00～24:00

体 ，日

休 日

9:00～24:00

9:00～24:00

9:00～24:00

15 00

15 00

15:00

15:00

15:00

14:00

14:00

14;00

14;00

14:00

②

70:00

⑦=@-40

30:00

／28 （火）

／27 （月）

／26 （日）

／25（士）

／24 （金）

／23 （木）

／22 （水）

9:00～24:00 ．

9:00～24:00

休 日

･体 日

9:00～24:00

休 日

9:00～24:00.

15:00

15:00

15:00

15:00

14:00

14:00

14:00

14:00

③

56:00

③@-40

16:00

／21 （火）

/20 (月）

／19 （日）

／18 （士）

／17 （金）

／ユ6 （木）

／15 （水）

9:00～24:00

9:00～24:00．

休 日

休 日

9:00～24200

9:00～18:00

9:00～18:00

15:00

15:00

15:00

9:00

9:00

14:00

14:00

14:00

8:00

、 8:00

④

58:00

⑨｡-40

18:00

／14 （火）

／13 （月）

9:00～24:00

9:00～24:00

15:00

15:00

14:00

14:00

⑤

28:00

⑩雪⑤-8

20:00

合 計
p ●

290:00

①～⑤

269:00

⑥～⑩

・ 101:00



ロ

穰弍2

業務上外の総合判断評価票

1疾患名及び発症日

2過重負荷の有無
（1）異常な出来事

(2)発症前おおむね1週間（短期間の過重業務）

グ

f

－110－

疾 患 名 くも膜下出血

発 症． 日 平成ユ3年12月13日 9時30分頃

異常な出来事に通過した日 年 月 日 時 分 （頃）

異常な出来事として卿
．
．

異常な出来事は認められない。

O ■

労働時間の状況 発症直前から前日までの間については、特に過重な業務に就労したとは認め
られない。
また、発症前1週間の総労働時間は約50時間となっている。

勤務の不規則性の状況 始業時刻は9時頃と一定になっているこ.と等から、勤務の不規則性は認めら
れない。

拘束時間の長さの状況

●

労働時間以外には、休憩時間が1日1時間であることから、
れた「拘束時間の長い勤務」には該当しない。

認定基準に示さ

出張の・状況 発症
出動し
は多い
また

行って

前 1週間において、
た6日間のうち、
ものと認められる
、

い

業務内容も
ることから

、

、

｡

日帰り出張1回､一泊付きの出張1回を行っており、
3日間が県外出張を行っているものであり、その頻度

営業活動であり、かつ、出張先への移動時間中も業務を
出張はある程度の負荷があったものと認められる。

交替制勤務・深夜勤務
の 状 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。

作業環境の状況 特に、作業環境として評価すべき事項は認められない。 ．

甲 4

精神的緊張の状態 11月末に部下が1人退職し、その顧客等を被災労働者が引継いでいるが、
これにより、さらに業務に追われる状況になってはﾙ､るものの、精神的緊張が
高いとは認められない。

そ ・の 他

短期間の過重業務
と しての評価

出張についてはある程度の負荷があっ.たと認められるものの、発症前1週間
の総労働時間は約50時間となっており、これらを総合的に判断すると、特に
過重な業務に就労したとは認められない。



’
I、

(3)発症前（ 1 ）か月間（長期間の過重業務）

’

’
● ﾄ

、

－111－

労働時間の状況 ・発症前1か月間において、時間外労働時間数は101時間となっており、被
災労働者の就労状況等を考慮すると、労働密度が特に低いという状況は認めら
れないことから、労働時間について、業務と発症との関連性は強いと評価でき
るものである。

勤務の不規則性の状況 始業時刻は9時頃と一定になっていること等から、勤務の不規則性は認めら
れない。

●

● 申

拘束時間の長さの状況 労働時間以外には、休憩時間が1日1時間であることから、認定基準に示さ
れた「拘束時間の長い勤務」には該当しない｡‘ Ｇ

ｄ

』

出 ，張の状況 発症前1か月間において、出勤した22日間のうち、 日帰り出張7回、一泊
付きの出張2回と延べ9回(11日間)県外出張を行っているものであり、その
頻度は多いものと認められる。
また、業務内容も、営業活動であり、かつ、出張先への移動時間中も業務を
行っていることから、出張は相当の負荷があったものと認められる。

● ●

I

交替制勤務‘深夜勤務
の 状 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。

■ 6

作業環境の状況 特に、作業環境として評価すべき事項は認められない。

凸 ｡

精神的緊張の状態 11月末に部下が1人退職し、その顧客等を被災労働者が引継いでいるが、
これにより.、さらに業務に追われる状況になってはいるものの､精神的緊張が
高いとは認められなﾙ､。 ．

そ の 他

長期間の過重業務
と しての評価

労働時間については、発症前1か月間に101時間の時間外労働が認められ
ることから、業務と発症との関連性は強いと評価
また、発症前1か月間において、出勤した22

できる。
日間のう･ち、 日帰り出張7回、

一泊付きの出張2回と延ぺ9回(11日間)県外出張を行っているものであり、
その頻度は多いものと認められる。
以上のことを総合的に判断すると、被災労働者は、
らす特に過重な業務に就労したと認められる。

著しい疲労の蓄積をもた



3専門医の意見

被災労働者に発症した疾患名は、発症状況、主治医の医証等から脳動脈瘤の破裂による「くも膜下
出血」と判断される。

発症時期は、主治医の医証等から平成13年12月13日9時30分頃と判断される。

被災労働者には、 くも膜下出血を発症じ得る基礎的病態として脳血管の病変などが推認されるが、
①発症前1か月間には、 100時間を超える時間外労働に従事していること
②発症前1か月間には、県外出張として、 日帰りの出張が7回、一泊付きの出張が2回の延べ9回
（11日間)県外出張を行っていること
③ ‘11月末に部下が1人退職したことにより、その者が行っていた業務を被災労働者が引き継いだ
こと

等を勘案すると、脳血管の病変を、これらの業務が相対的に有力な要因となって作用して増悪させ、
くも膜下出血の発症を促進したと考えられる。

1）

2）

3）

4総合判断

－112－

1） 被災労働者に発症した疾病は、専門医の医証等からくも膜下出血と判断できる。
また、発症日は、平成13年12月13日と判断できる。

2） 過重負荷について、上記2の(1)及び(2)に記栽したとおり、 「異常な出来事」及び「短期間の過重
業謝については認められないが、 ｢長期間の過重業務｣については､上記2の(3)に記載したとおり、
著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められる。

3） 以上のことから、本件については､労働基準法施行規則別表第ユの2第9号に該当する疾病として
取り扱うのが妥当である。

● ●

' ◆

① ■

● ●

● ■

1

9
｣

｡ ●

■ ①

業務．上外 壁塗勇
｡

● 業務外
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繊1

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く｡）の
業務起因性の判断のための調査票． ． ．

’

－113－

○○局 OO署

労働保険番号 第○OOOOOOOOOO号 事業の種涜 自動車又は軽車両による貨物の運送事業

事業の名称 A運送（株) B営業所 労働者数 35人

事業の所在地 〒△△△－△△△△○○区○○1－2-3 TELO○○(O○○)O○○○

ふりがな

被災労働者氏名

まつもと いちろう

松・本 一郎
生年月日 昭和19年6月2．4日 性別 ② 女

職 種 タンクローリー運転手 雇入年月日 昭和42年4月 ユ日

請求人氏名 ・松本 花子 続柄 妻 請求年月日 平成13年
の

7月17日

請求時の疾患名

及び発症時期

疾患名：脳内出血

発症日：平成12年11月24日（発症時年齢5.6歳） ー

現在の状況 生存

辱句 (死亡年月日平成I2年ユ1月28日 ；死亡時年齢56歳）
事業場概要 A運送㈱B営業所では、C製油所にて燃料（ガソリン･灯油）を積込み、配車表にて

指定されたガソリンスタンド、工場等に配送を行っている。配送地域は○○県全域と隣
接寸る2県の一部地域となっている。

『
○ O 伊

･会社案内等（資料恥○）
■ ｡

〆

事案の概要 被災労働者は、当該事業場において、タンクローリー運転手として、 24年間勤務し
ていた・ 、
平成12年11月24日午前4時頃、事業場に出勤し、タイムカードを打刻した後、
車両点検を行い、ガソリン等を積み込むため、C製油所に向け出発した。 ．
その後、午前5時40分頃、高速道路の路肩にタンクロー･リーを止め、意識を失い、
ハンドルにもたれかかっている被災労働者が発見され、D病院に搬送、脳内出血」と診
断されて、入院加療が行われたが、同月28日に死亡したものである。

9 ○

● ｡

■ ●

0 0

由
。
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1就業条件等一般的事項

⑯癖
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歴
、
１
Ｊ

を
と
の
こ
も
る
錘
騨
主
記

職
ｒ
Ｉ
Ｌ

ｏ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

種
●
●職

等》
事業場名

く
ｌ
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月

１１年
年
年
年
年
年

２１Ｈ一
一
一
一
一
一

月
月
月
月
月
月

４年
年
年
年
年
年

蛇Ｓく
く
く
Ｉ
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

(A運送(鯛
く
く
く
く
く

資料恥

○

頁

△

現在の事業場に
属
”
岬
塞

堀
も
な
す

後
麺
》
癖
。

入
直
ら
を
と

雇
〆
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

種
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

職
10年4月～H12年11月) (運転手
6年6月～1岬4月） （営業所長
元年4月～6年5月） （事務係
42年4月～H元年3月） （運転手
年月～ 年月） （
年月～ 年月） （

属 先
(H
く
Ｉ
(S
ｌ
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

配．
営業所
営業所
営業所
営業所

Ｂ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

く
く
く
く
く
く

○ △

所定労働時間
所定休憩時間

、
、

１
細
》
》
＆

定
誕
却
珪ｒ

所魁台業時刻 7時45分

所定終業職1. 15時45分 〔
所定労働時間
(1 日）
(1週間）

7時間00分
40時間00分

● 甲

〕
所定休憩時刻12時00分～13時00分(休憩時間 1時間00分）

薦=綿淵Ⅲ

労働時間制度（

I
その他

勤務形態

｛
その他

･フレツクス制・裁量労働制）

● ●

出退勤管理の状況

就業規則の有無

（
その他特記事項

直2交替制（日勤・夜勤) ・3直3交替制）

②出勤簿③管理者による碓認

メーター、業務日報 ．

｝

）

｝

○ △
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’

’
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被災労働者の

ツ

心
早
Ｑ

主
■

被災労働者は、14k2のタンクローリーに乗務し､C製油所から燃料(ガ
ソリン・灯油）の配送を行っていた。
被災労働者は、出勤後、タイムカードに打刻し、空の状態のタンクロー
旦宅でB営業所を出庫し、C製油所にてガソリン等の燃料を積み込み、
配車表にて指定されたガソリンスタンド等に燃料を配送する。
燃料をガソリンスタンド等に降ろすと、再度、c製油所に行き、汝のガ
ソリンスタンド等に配送を行う。

は
この行程を1日に3回程度行うが､､配送先がC製油所から近い場合等に
、4行程のときもある。

さらに､ ･配送先は、前日に渡される配車表により、被災労働音は把握し
ていたものである。 ‐

労働時間については､被災労働者はタイムカードで管理されていたため、
始業b終業時刻については、タイムカードを基にした。
なお、運行計画等を作成している配車担当者等の聴取からも、タイムカ
ードは正しく打刻等されていたことを確認した。
次に、タコメーター、業務日報から、タンクローリーが停車している時
間は、その時間の長さから、ほとんどc製油所でガソリン等を積んでいる
時間か、ガソリンスタンド等でガソリン等を降ろしている時間であると判
断した。
また、同僚等の聴取でも、被災労働者は、ほとんど休憩時間を取らない
で業務に従事していたということが確認できていることから、ガソリン等
の積み降ろし中については、それぞれ30分程度であるが、被災労働者は
ガソリン等の漏れが生じていないか等の監視業務を行っていることから、
労働時間に含めている。

■ ｡

資料恥

Ｄ
ｑ

O

G

頁

△

葺藻揚価煽認酌
内における被災

●

･●

－

①

F-

｢－-二 一司

（
その他
･30名

■

一

トラック運転者は

骨

）

奪含

松本一郎
(被災労働者） 霜寄

○ △



2出現した症状に関する事項

9

3過重負荷に関する事項
(1)異常な出来事に関する事項（異常な出来事の事実力噛められる場合に記載すること｡）

－116－

疾 患 名

症状の出現日

症状出現時の
柵…

鋼
－

可 出血（脳仕

心筋梗塞面狭心症
砂。
･心停止
くも膜下出血・脳梗塞
（心臓性突然死を含む。 ）

・高血圧性脳症
･解離性大動脈瘤

その他（ ． ）

平成12年11月24日午前4時40分頃（推定）

平成1
動、タイ
午前4時
午前4
グエリア
行中の他
午前5時

2年11月24日午前3時30分頃自宅を出発し、午前4時に出
ムカードを打刻後、 15分程度、タンクローリーの点検を行い、
15分頃、タンクローリーを運転して、B営業所を出庫した。
時40分頃(タコメーターから砿認)から、F自動車道Gパーキン
手前付近に停車していたが、午前5時40分頃、同自動車道を走
社の運転手により､.運転席で意餓不明の被災労働者が発見され、
49分救急通報され、D病院に搬送された。

● ●

● ､

資料恥

○

頁

△

前駆症状

官鯛畑t峨日

愚 有〔頭痛・胸部痛・その他（ ）〕

年 月 日 時 分 （頃）

異常な出来事
に遭遇した日

異常な出来事
の 状 況

○

0

年 月 日 時 分 （頃）

。
●
〃

●
●

、
〃

資料恥 頁



’(2)発症前おおむね1週間（短期間）の業務に関する事項 I

’

、

－117－

暁症前おおむね1週間にあった負荷要因をすべてチェックすること｡）
回労働時間 回不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務
口交替制勤務・深夜勤務 口作業環境（盟顕,蹄･駒

口出張の多い業務
回精神的緊張を伴う業務□その他

労働時間数

拘束時間数 労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料N血 頁

発症日

（11／24）

発症日前日

（11／23）

発症日の
2 日前
（11／22）

害皇日嘉
(11／21）

発症日の

fi"20"

発症日

『,,昼
の
前
19）

発症日の
6 日・前
（11／18）

発症iip,7"日の『,,且,7零

40分

●

40分

13時間45分

13時間55分

14時間10分

14時間20･分

9時間00分

10時間00分

10時間ユ0分

10時間30分

0分

0分

ユ0時間30分

10時間50分

0分

0分

れるまで

轌葬
e

状態で発見さ
不明であるが
っていたこと
ていたものと

を
た
ま
で
、

、意識
いない

鍋薑
34k

4

護
と
、

前
、
一
こ
お

午
間
夕
る
な

の
一
れ

3行程の酊磁業務を行っている。走行距離は450kmとな

つ製や脳時刻は午前4時30分となっている。

4行程の配送業務を行っている。走行距離は468kmとな

つ裂錨勤時刻は午前3時55分となっている。

3行程の配送業務を行っている。走行距離は172kmとな
っている。
また、出勤時刻は午前5時15分となっている｡

3行程の配送業務を行っている。走行睡僅は382kmとな
っている。
また、出勤時刻は午前7時40分となっている。 ．

休日

3行程の配送業務を行っている。走行距離は303kmとな

P理渥｡出勤時刻は午前5時20分となっている。

休日（特別休暇）

○ △
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労働時間数

拘束時間数
労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料恥 頁

発症日の
8 日前
（11／16）

発症日の
9 日前
（11／15）

発症日の
10日前
（11／14）

日の

前より
以 前

11時間20分

11時間45分

ユ2時間25分

12時間50分

15時間15分

15時間35分

3行程の配送業務を行っている。走行距離は332kmとな
っている。

●

また、出勤時刻は午前4時30分となっている。

3行程の配送業務を行っている。走行距離は385kmとな
っている。 ．
また、出勤時刻は午前4時30分となっている。

｡ ●

3行程の配送業務を行っている。走行踊碓は539kmとな
っている。 ．
また、出勤時刻は午前3蒔45分となっている。

､ ●

○・ △



’
(3)発症前おおむね6か月間（長期間）の業務に関する事項

’
｜

I

0

’

’

｜
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発症前1か月目

拘束時間数

249時間15分

時間外労働時
託
回 数

73時間35分

発症前2か月間ないし6か月間
における1か月当たりの平均
時間外労働時間数 ．

総合評価の

期 間

発症前2か月目

発症前3か月目

発症前4か月目

発症前5か月目

発症前6か月目

243時間ユ0分

181時間25分

230時間15分

248時間25分

245時間05分

67時間10分

24時間35分

103時間05分

80時間25分

･77時間00分

2か月平均

3か月平均

4か月平均

5か月平均

6か月平均

70時間22分

55時間06分

67時間06分

69時間ユ0分

70時間58分

発症前6か月間

(時間外労働時間数

力転とな…又は

月l的時閲、2～6か月

平均月瞬間を超えて

過重と評価できる最少

軸を…ること｡）

（総合評価の期間内にあった労働時間以外の負荷要因をすべてチェックすること｡）
回不規則な勤務 口拘束時間の長い勤務 、口出張の
口交替制勤務・深夜勤務口作業環境（砿鱸･蹄｡賎） 回精神的緊彊を伴う業務

多い業務
口その他

労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料蝿 頁

発症前1か月目

(1α25～11/23）

1配送先は、前日の業務終了後、入庫したときに次の日の配車表が渡さ
れ、それにより、被災労働者は把握していたものであり、その配送先に
．より、被災労働者は欲の日の始業時刻を決定しており、所定労働時間の
始業時刻は午前7時45分であるものの〈午前3時台から午前8時台(午
前3時台が3日、午前4時台が6日、午前5時台が10日、午前6時台
が1日、午前7時台が1日、午前8時台が1日）と、不規則な状態とな
っていた。

2 14k2のタンクローリーにおいて、ガソリン等の危険物の輸送を行っ
ていたものである。
3 ．同僚のタンクローリー運転手は、前日の配車表をもらわないと仕事の
開始時間が決まらないし､早朝の出発が多く、睡眠時間も不規則となり、
一方で危険物を扱っているので、非常に気を遣い、大変であると申述し
ている。

B

①

○ △

発症前2か月目
｡

（9"5～10/24）

業務の就労状況としては、基本的に上記と同じであるが、勤務の不規則
性は、午前3時台が2日、午前4時台が6日、午前5時台が8．日、午前6
時台が3日、午前7時台が2日、午前8時台が2日となっている。

命

e

p
q

○ △

発症前3か月目

（8/26～9"4）

業務の就労状況としては、基本的に発症前1か月目と同じであるが、勤
務の不規則性は、午前3時台が1日、午前4時台が6日、午前5時台が4
日、午前6時台が1日、午前7時台が6日、午前8時台が1日となってい
る。

○ △



0

-120－

労働時間以外の業務負荷要因の状況 資料恥 頁

発症前4か月目

（7泡7～別25）

業務の就労状況としては、基本的に発症前1か月目と同じであるが、勤
務の不規則性は、午前3時台が2日、午前4時台が6日、午前5時台が8
日、午前6時台が4日、午前7時台がユ日となっている。

● ■

●

●

○ △

発症前5か月目

（旬27～7"6）

業務の就労状況としては、基本的に発症前1か月目と同じであるが、動
務の不規則性は、午前3時台が1日、午前4時台が5日、午前5時台が8
日、午前6時台が5日、午前7時台が5日、午前8時台が1日となってい
る ｡

一

e ①

C G

○ △

発症前6か月目

（5/28～6"6）

業務の就労状況としては、墓本
務の不規則性は、午前3時台が5

的に発症前1か月目と同じであるが、動
日、午前4時台が4日、午前5時台が7

日、午前6時台が1日、午前7時台が6日、午前8時台が1日となってい
る。 、： ．

6

○ △

発症前6か.月

①

● ●



4被災労働者の身体状況に関する事項
｜

I

口
｜

｜
’

1

’

’

’
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健康診断結果 定期健康診断等の有無 無

実施時期異常
(H12年8月） 無

(H10年9月). 無

‐

（ 年月） 無

″

③
● ｡ ●

内容

高血圧症、糖尿病、肝機能障害

内容

高血圧症、糖尿病、肝機能障害

内容 ． 口
■

身長 （ 167． 3 cm) ・ 体重 ( 61． 0 kg)

資龍脳

○

頁

△

“

脳・心戯疾患

と関連の深い

疾患名につい

て配職するこ

と。

既往歴の有無

疾患
(高血圧症
く
く
く
く
く

糖尿病

肝機能障害

名

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

無
発
Ｈ
Ｈ
Ｈ

く
く
く
く
く
く

③
症時期
７
７
年
年
５
５

月）
月）

治療期間 医療機関名
(H5年7月～H12年11月)(H病院
(H5年7月～H12年11月)(H病院

8年10月)(H8年10月～H12年11月)(H病院
ｌ
く
く

１
１
１

月
月
月

年
年
年

へ
一
一

月
月
月

年
年
年

く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月

年
年
年

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

○ △

M・心臓
既往歴

発症時年齢
（49才）
（ ）
（ ． ）
（ ）
（ ）
（ ）

名患
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

●

も

疾
滋血(脳

（
（
（
（ ．
（

③
蕊
１
１
Ｊ
；

錘
《
〃
Ｉ
、
〃
●
‐
、
〃
！
、
〃
Ｉ
、
〃
！
、
〃
Ｉ
、

の有無往歴既

氏名
（松本太郎）
（ ）
（ ）
（ ）
(． ）
（ ）

○ △

嗜 、好 等

喫煙の有無無③〔

飲酒の有無無⑥〔

食事の好み等

c ■

1日当たりの本数20本程度、嘆狸期間10年

特記事項（

1回当たりの飲酒量：日本酒1合程度、毎日

）

飲酒歴10年
特記事項（ ． ）

好き嫌いは特にない。

ｊ
ｊ

○ △



5主治医一産業医の意見

6鯖求人提出の意見害

－122－

主治医の意見 意見害の有無 ⑥ ・無
診療記録等の収集の有無 有。

(意見害の内容）

⑳

1 D病院I医師（発症後の主治医）
①CT上､､脳幹部に血腫(大きさ2×2×4cm)が認められたため、脳
幹出血脳内出血)と診断した。
②点滴による保存的加療を行ったが､.11月28日死亡した。

． なお、高血圧症、糖尿病は脳内出血の危険因子である。

2H病院J医師（発症前の主治医）

血灘瀞熊輔確認蕊に襄勢篭撫臨7溌臘
く通院してきており、薬の服用も確実に行っていたものと考えている。

● ■

資料恥

○

．○

頁

△
△

産業医の意見 意見害の有無 有．

(意見書の内容）
○ 弓

③

専門医の意見 意見書の有無 有｡

(意見書の内容）

③ 資料恥 頁



、

(参考）

(発症前 1か月目）

１
ト
ー
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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(発症前2か月目以前は省略）
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労働時間
■

（始業～終業）

1 日の

拘束時間数

1 日 の

労働時間数

総労働

時間数

時間外

労働時間数

11／23 （木）

／22 （水）

／21 （火）

／20 （月）

､ ／19 （日）

／18 （士）

／17 （金）

4:30～18:25

3:55～18:15

5:15～15:15

･7:40～18:10

休 日

5:20～16:10

休 日

13:55

14:20

、 10:00

10:30

10;50

13:45

14:10

9:00

､10:10

10:30

.①‘

57:35

⑥=O-40

17:35

／16 （木）

／15 （水）

／14 （火）

／13 （月）

／12 （日）

／11 （士）

/10 (金）

4:30～16:15

4:30～17:20

3:45～19:20

5:50～13:45

休 日

休 日

8:20～12:20

11:45

12:50

15:35

7:55

4:00

11:20

12 25

15 15

7 35

3:35

②

50:10

⑦=②-40

10:10

／， 9 （木）

／8 （水）

／7 （火）

／6 （月）

／5 （日）

／4 （士）

／3 （金）

5:30～17:00

4 25～17:15

4 25～15:00

5 30～18:20

休 日

6:05～16:30

休 日

11:30
■

12:50

10:35

12:50

10:25

11:05

12:35

10:20

‘ 12:35

10:10

③

， 56:45

⑧=O-40

16:45

／2 （木）

／ 1 （水）

10／31 （火）

/30 (月）

／29 （日）

／28 （土）

／27 （金）

5:45～10:20

4:25～17:50

5:25～19:00

3:40～17:20

5:00
。
《 17:55

5:40～17:50

休 日

4:35

、 13:25

13:35

13:40

12:55

12:10

4:35 、

13:15

・ 13:25

13:20

12:45

11:45
◆ ｡
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69:05

⑨=@-4O

29:05

／26 （木）

／25 （水）

5:40～14:45

休 日

9:05 8:05 ⑤

8;05

⑩=⑤-16

0:00

合 計 249:15

①～⑤．

ﾌ41:“

⑥～⑪

73:35



様式2
業務上外の総合判断評価票

1 疾患名及び発症日

2過重負荷の有無
（1）異常な出来事

(2)発症前おおむね1週間（短期間の過重業務》

－124－

疾 患 名 脳内出血

発 症 日 平成12年11月24日午前4時40分頃 0 ●

異常な出郷こ鼬した日 年 月 日 時． 分 （頃）

異常な出来事としての評価 異常な出来事は認められない。

労働時･間の状況 総労働時間数は5'7時間35分、時間外労働時間数は17時間35分となっ
ているものの、 2日の休日が取得されている。

勤務の不規則性の状況 配送先は、前日の業務終了後、入庫したときに次の日の配車表が渡され、そ
れにより、被災労働者は把握していたものであり、その配送先により、被災労
働者は次の日の始業時刻を決定していた。所定労働時間の始業時刻は午前7時
45分であるものの、午前3時台から午前7時台と、不規則な状態となってお
り、不規則な勤務と認められる。

拘束時間の長さの状況 休憩時間をほとんど取得していないことから、ほとんど総労働時間数が拘束
時間数となっている。このような状態は、認定基準に示された「拘束時間の長
い勤務」には該当しない。

出張の状況 出張は認められない。 ．

● ■ 巳

交替制勤務・深夜勤務
の 状 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。
｡

作業環境の状況 考慮すべき内容は認められない。
Q

■

● ■

糖神的緊張の状態 配送しているものは、ガソリン等の燃料(危険物)であり、走行中は些細な事
故も発生させてはならないという重大な危険回避責任を負うなど、 日常的に精
神的緊張は高かったものと判断できる。

そ の 他

■

短期間の過重業務
と しての評価

業務の不規則性､精神的緊張は認められるものの､･労働時間の状況等を含め、
総合的に判断すると、特に過重な業務に就労したとは認められない。

● ●



’

(3)発症前6か月間（長期間の過重業務）

｜
’

’

’

’
’

’

’
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労働時間の状況 時間外労働時間数は、発症前6か月間にわたって、 1か月当たり70時間5
8分となっている。被災労働者の就労状況等を考慮すると、労働密度が特に低
いものとは判断できないことから､､労働時間について、業務と発症との関連性
は強いと評価できるおおむね80時間には至っていないものの、関連性は強い
ものと考えられる。

り ゆ ●

勤務の不規則性の状況 配送先は、前日の業務終了後、入庫したときに次の日の配車表が渡され、そ
れにより、被災労働者は把握していたものであり、その配送先により、被災労
働者は次の日の始業時刻を決定していた。所定労働時間の始業時刻は午前7時
45分である’ものの、午前3時台から午前8時台と、不規則な状態となってお
り、不規則な勤務と認められる。

〃

拘束時間の長さの状況 休憩時間をほとんど取得していないことから、ほとんど総労働時間数が拘束
時間数となっている。このような状態は、認定基準に示された「拘束時間の長
い勤務」には該当しな〃､。

p ､

出張・ の状況 出張は認められない。
● ｡

G ●

交替制勤務・深夜勤務
の 状 況

交替制勤務・深夜勤務は認められない。

①

● ｡

■

作業藻境の状況 考慮すべき内容は認められない。

精神的緊張の状態 配送しているものは、ガソリン等の燃料(危険物)であり、走行中は些細な事
故も発生させてはならないという重大な危険回避責任を負うなど、 日常的に精
神的緊張は高かったものと判断できる。

そ の 他

長期間の過重業務
と しての評価

労働時間について、業務と発症との関連性が強いと評価されるおおむね8･0
時間には至っていないものの、関連性は強いものと考えられる。
また、配送先については、前日の業務終了後に配車表を渡されることによっ
て把握し、その配送先により、次の日の始業時刻を決定しているものであり、
結果的に深夜から早朝にかけての出勤となっており、極めて不規則な勤務とな
っている。さらに配送物は、ガソリン等の燃料(危険物)であり、走行中は些細
な事故も発生させてはならないという重大な危険回避責任を負うなど、 日.常的
に精神的緊張が高かったものと判断できる。
以上のことを総合的に判断すると、被災労働者は、著しい疲労の蓄積をもた
らす特に過重な業務に就労したと認められる。



3専門医の意見

(1） 被災労働者に発症した疾患名は脳幹出血であることは明らかであり、疾病名は脳内出血と判断す
る。

(2)灘莞霊蕊鮭毒鵬鶇錦蕊具惠鱒墓誇､たが､通院柵は行われており､十分
コントロールされていたものと考えられる。

（3） また、発症前の就労状況については、時間外労働時間のみでは著しい疲労が蓄積するようなもの
とは考えられないが、 C

ア）深夜から早朝といった不規則な勤務であったこと
イ）ガソリン等という危険物の輸送を行っていたこと
を勘案すると、これらの業務を通じ、疲労の蓄積が生じ､それによって、血管病変等が自然経過を
超えて著しく増悪し、脳内出血を発症させたことは否定できない。

q

4総合判断

－126－

（1） 被災労働者に発症した疾病は、専門医の医証等から判断して脳内出血と判断できる。
また、発症日は、症状が出現し、D病院に搬送された平成12年11月24日と判断できる。

(2)畿離濯鶏〕雷蛸蕊職拝評鰯襄鶴駁､髻臘募燃;脇
す特に過重な業務に就労したと認められる。

本件について、時間外労働時間数、不規則な勤務であること、ガソリン等の危

懲b晶寓雷羅難蕊塑蕊髻差篭鯨蕊辮意許､発症前の業
被災労働者は、発症前6か月間にわたって、長時間労働・不規則な勤務・日常
iい業務に従事することにより、 「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等を自
く増悪させ、本件疾病を発症させたものと判断できることから、本件について
規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱うのが妥当である。

た、専門医も、、

の輸送を行っており、 日常的に糟神的緊張が高
よる疲労の蓄穣により脳内出血を発症させたこ
上のことから、被災労働者は、発症前6か月間
精神的緊張の高い業務に従事することにより、
過を超えて著しく増悪させ、本件疾病を発症さ
労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当労働基準
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業務上外 建謬 ● 業務外


